
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
お問い合わせや申請は、各都道府県支部高齢・障害者業務課（東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス課）までお願いします。 

ホームページも併せてご参照ください。http://www.jeed.or.jp/elderly/subsidy/（当機構トップページ→高齢者の雇用支援→助成金） 

 

平平成成 2288 年年度度高高年年齢齢者者雇雇用用安安定定助助成成金金ののごご案案内内  

 

【支給額】                          
高年齢者の活用促進のための措置に要した費用の２／３ 

（中小企業以外は１／２）を支給します。（上限 1,000万円） 

ただし、措置の対象となる 1年以上継続している 60歳以上の 

雇用保険被保険者１人につき２０万円（下記③の(a)～(c)に 

該当する場合は３０万円）を上限とします。 

高年齢者雇用安定助成金は、高年齢者が意欲と能力がある限り年齢に関わりなくいきいきと働ける
社会を構築していくために、2つのコースで事業主の皆様の活動を支援します。 

【高年齢者の活用促進のための措置の内容】                      

（１）新たな事業分野への進出等による高年齢者の職場又は職

務の創出 

（２）機械設備、作業方法、作業環境の導入・改善による高年

齢者の就労の機会の拡大 

（３）高年齢者の就労の機会を拡大するための雇用管理制度の

導入・見直し 

（４）高年齢者に対する法定の健康診断以外の健康管理制度の

導入 

（５）定年の引上げ等 
(a)定年の引上げ 

(b)定年の定めの廃止 

(c)希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入 

【平成 28年度からの拡充点】            

① 対象措置に「高年齢者に対する健康管理制度」を追加 
 高年齢者を対象とした人間ドック等の法定の健康診断以外の健康管

理制度（事業主が健診費用の半額以上を負担するもの）を就業規則等

に規定し人間ドック等を実施した場合に、制度の導入費用として 30

万円を要したものとみなします。（申請は企業単位で１回限り） 
 

② 定年の引上げ等による、みなし費用（100万円）を適用（本

取り扱いは企業単位で１回限り）する要件の緩和 

 年齢要件を「70歳以上」から「66 歳以上」へ以下のとおり緩和 

 (a)66 歳以上への定年の引上げ 

 (b)定年の定めの廃止 

 (c)65歳以上への定年の引上げ及び希望者全員を 66 歳以上まで雇用 

する制度の導入  

③ 60歳以上の被保険者 1人あたりの単価を 30万円とする要件

の緩和 

 30万円を適用する要件に(b)と(c)を追加 

(a) 建設・製造・医療・保育・介護の分野に係る事業を営む事業主 

(b) 65 歳以上の高年齢者（高年齢継続被保険者）の雇用割合が４％ 

以上の事業所 

(c) 高年齢者活用促進の措置のうち「機械設備の導入等」を実施した 

事業主 

【支給額】                    

対象労働者 1人あたり５０万円（中小企業以外は４０万円） 

１支給申請年度（４月～３月）あたり１０人を限度とします。 

50 歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇
用労働者に転換させた事業主を助成します。 
 
【無期雇用転換計画書を提出する前に】        
①有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度（雇用後５

年以内の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換するものに

限る）を労働協約又は就業規則等に規定していること。 

②高年齢者雇用推進者の選任に加え、以下の高年齢者雇用管理

に関する措置を 1つ以上実施していること。 

  教育訓練の実施、作業施設・方法の改善、健康管理・安全

衛生の配慮、職域の拡大、配置・処遇の改善、賃金体系の

見直し、勤務時間制度の弾力化 

③高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第 8条又は第 9条第 1

項の規定に違反していないこと。 
 

【無期雇用転換計画書の提出】           

計画実施期間の６か月前から２か月前までの間に無期雇用転換

計画書に必要書類を添えて提出する。 
 

【無期雇用への転換の実施】                

無期雇用転換計画が認定された後、計画実施期間内に、転換制

度により有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させる。 

・計画実施期間内に複数人の転換を行うことができます。 

・転換した労働者を 65歳以上まで継続して雇用する見込み 

があることが要件です。 
 

【支給申請書の提出】               

転換後６か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して２か月

以内に支給申請書に必要書類を添えて提出する。 

【転換の対象となる労働者】            
①申請事業主に雇用される期間が転換日において通算して６か月以上

で 50 歳以上かつ定年年齢未満であること。 

②労働契約法第 18 条に基づき、労働者からの申し込みにより転換した

者でないこと。 

③無期雇用労働者として雇用することを約して雇入れられた者でない

こと。 

④転換日の前日から過去３年以内に申請事業主において、無期雇用労働

者として雇用されたことがない者であること。 

⑤支給申請日において離職していない者であること。 

高高年年齢齢者者活活用用促促進進ココーースス  高高年年齢齢者者無無期期雇雇用用転転換換ココーースス  
制度拡充 新設 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構  
 京都支部 高齢・障害者業務課  （ＴＥＬ０７５-９５１-７４８１） 


